
独
立
行
政
法
人
平
和
祈
念
事
業
特
別
基
金
等
に
関
す
る
法
律
の
廃
止
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整

備
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
要
綱

第
一

関
係
政
令
の
整
備

関
係
政
令
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
一
条
か
ら
第
八
条
ま
で
関
係
）

第
二

経
過
措
置

一

独
立
行
政
法
人
平
和
祈
念
事
業
特
別
基
金
（
以
下
「
基
金
」
と
い
う
。
）
が
解
散
し
た
と
き
は
、
総
務
大
臣
は
、
遅
滞

な
く
、
そ
の
解
散
の
登
記
を
登
記
所
に
嘱
託
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
九
条
関
係
）

二

総
務
大
臣
が
基
金
の
解
散
の
日
の
前
日
を
含
む
事
業
年
度
に
お
け
る
業
務
の
実
績
に
つ
い
て
評
価
を
受
け
る
場
合
に
お

い
て
は
、
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
の
規
定
を
準
用
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
条

関
係
）

三

基
金
の
解
散
の
日
の
前
日
を
含
む
中
期
目
標
の
期
間
は
、
そ
の
解
散
の
日
の
前
日
に
終
わ
る
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、

そ
の
期
間
に
お
け
る
業
務
の
実
績
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
総
務
大
臣
が
評
価
を
受
け
る
も
の
と
し
、
こ
の
場
合
に
お
い
て

は
、
独
立
行
政
法
人
通
則
法
の
規
定
を
準
用
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
一
条
関
係
）



四

基
金
が
交
付
し
た
助
成
金
に
つ
い
て
は
、
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
年
法

律
第
百
七
十
九
号
）
の
規
定
を
準
用
す
る
旨
の
独
立
行
政
法
人
平
和
祈
念
事
業
特
別
基
金
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十

三
年
法
律
第
六
十
六
号
。
以
下
「
旧
基
金
法
」
と
い
う
。
）
の
規
定
は
、
旧
基
金
法
の
廃
止
後
も
な
お
効
力
を
有
す
る
も

の
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
二
条
関
係
）

五

独
立
行
政
法
人
平
和
祈
念
事
業
特
別
基
金
等
に
関
す
る
法
律
の
廃
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
百
十
九

号
。
以
下
「
廃
止
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
前
に
旧
基
金
法
の
規
定
に
基
づ
く
慰
労
金
に
関
す
る
処
分
を
受
け
た
者
及
び

廃
止
法
の
施
行
の
際
現
に
慰
労
金
の
請
求
を
し
て
い
る
者
に
係
る
慰
労
金
の
支
給
及
び
慰
労
品
の
贈
呈
に
関
す
る
旧
基
金

法
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
三
条
関
係
）

六

基
金
の
解
散
前
に
独
立
行
政
法
人
等
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
百
四
十
号
）
及

び
独
立
行
政
法
人
等
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
九
号
）
の
規
定
に
基
づ

き
基
金
が
し
た
行
為
及
び
基
金
に
対
し
て
さ
れ
た
行
為
は
、
基
金
の
解
散
後
は
、
行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
四
十
二
号
）
及
び
行
政
機
関
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成

十
五
年
法
律
第
五
十
八
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
総
務
大
臣
が
し
た
行
為
及
び
総
務
大
臣
に
対
し
て
さ
れ
た
行
為
と
み
な
す



も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
四
条
及
び
第
十
五
条
関
係
）

七

廃
止
法
の
施
行
の
日
以
後
に
お
け
る
戦
後
強
制
抑
留
者
に
係
る
問
題
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第

四
十
五
号
）
の
適
用
に
つ
い
て
、
必
要
な
読
替
え
を
行
う
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
基
金
の
解
散
前
に
同
法
の
規
定
に
基

づ
き
基
金
が
し
た
行
為
及
び
基
金
に
対
し
て
さ
れ
た
行
為
は
、
基
金
の
解
散
後
は
、
同
法
の
規
定
に
基
づ
き
総
務
大
臣
が

し
た
行
為
及
び
総
務
大
臣
に
対
し
て
さ
れ
た
行
為
と
み
な
す
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
六
条
関
係
）

第
三

施
行
期
日
等

一

こ
の
政
令
は
、
廃
止
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
一

項
関
係
）

二

補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
年
政
令
第
二
百
五
十
五
号
）
に
つ
い
て

、
所
要
の
経
過
措
置
を
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
二
項
関
係
）


